
東海市選挙管理委員会告示第１８号 

 

 令和７年４月２０日執行の東海市長選挙について、公職選挙法（昭和２５年法律第

１００号）第１９４条及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第１２７条

の規定に基づき、選挙運動に関し支出することができる最高限度額は、公職の候補者

１人につき次のとおりである。 

 

  令和７年４月１３日 

 

            東海市選挙管理委員会委員長 稗 田 とし惠      

 

 最高限度額 

  東海市長選挙  １０，５５３，０００円 

  （９２，０１２人×８１円）＋３，１００，０００円＝１０，５５２，９７２円 

 

 

  


